
「成年後見人制度」に比べ  

柔軟で使い勝手がいい「家族信託制度」？ 

国民健康保険の改善を求

め、北九州市社保協と一緒に

市と懇談しました。 
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小倉生健会 恒例の「合同班会議」 

料理を作って 食べて 交流 
   

合同班会議に会

員でない方も参加

いただき、楽しい時

間を過ごしました。 

    ＜本庁「保護課」と、生健会「北九州協議会」が懇談＞ 

本   庁：「支援の条件があって困っているなら、職員は支援すべき」 

生健会：「それが、私たちが期待している CW（ケースワーカー）像だ」 

感謝！ 

玄米を３０㎏いただきました 

かえるなどの、後々トラブルを生まないため

の手立ても必要です。記録やクレジットカー

ドでの出金の管理、第三者の目を入れること

や、使い道の公表などを契約書に書くことも

大切です。 
 

家族信託契約書の締結は、印紙をはり、委

託者･受託者双方の自署や押印が必要です。 

約 38 万円ぐらい費用がかかりますが、安

全のために公証役場で公正証書を作成した

方がいいです。不動産の名義を扱う場合の登

録免許税は 5～6 万円ぐらいです。頭の隅に

置いていてもいい制度かと思います。 

それぞれ CW のスキルという問題もあると思う

のですけれども、研修をしっかりしていくしか

ないのかなと思っております。 
 

●会：CWから冷たくあしらわれ「そんな制度は

ないよ」と言われて生健会に相談したら、「あ

るよ」と言われる。そして生健会から市に話せ

ば実現する。こういうことがたくさんあるし、

そこのところがすごく重要な問題です。 

生健会に声が届いたものは何とかなっている

けれども、圧倒的多数はそういう声が届かない。

「制度がないよ」と言われたら、市民はそれが

法律だと思い込むしかない。是非その点を改善

してほしい。 
 

●会：保護課に行くと、係長に相談したあと、

「上が駄目だと言っている」と言われることが

多い。 

◆市：「上が言っている」という説明はおかし

い。「（法律の）ここにこう書いてあるから、

こうだ。と言うべきだ」と答えるべきだ。 
 

上記のほかにも、「国への要望」・「決定通

知書」・「エアコン」・「社協の貸付」・「自

動車の保有」・「自立更生費」・「医療･介護」

などについて懇談しました。 

成年後見人は家庭裁判所が決定し、弁護士

に依頼した場合の費用なども年間 36 万円ぐ

らいかかります。また、お金を孫や家族のた

めに使えないなどの制約があります。 
 

一方、家族信託制度は、信託契約を結ぶこ

とができる信頼できる家族に財産管理を委託

する制度で、孫の教育費なども契約内容に書

き込めば使うことが出来る、柔軟で使い勝手

がいい制度です。 
 

デメリットもあります。信託専用口座で管

理をしたり、事前に不動産は受託者に名義を 

 小倉北区の俊政さんご夫妻から玄米 30㎏をい

ただき、精米したてのお米を 17世帯の会員さん

に届け、大変喜んでいただきました。 

ありがとうございました。 

◆市：CW と利用者の互いの「コミュニケーシ

ョン」が悪くても、保護実施の条件があって困

っているということであれば、職員はきちんと

支援しなければならない。 

●会：今言われたのが、私たちが期待してる

CW 像ですけど、現状は「オムツが買えなくて

困っている」と言えば、「そんな制度はないよ」

と言われるから非常に困っている。 

◆市：①「ない」といえば嘘になる。②何も言

わなかったとすれば、困ってる現場を見過ごし

た不作為になる。その二つが本当に良くない。

「コミュニケーション」をしっかり取らせても

らって、何に困っているかを CWがしっかり把

握した上で、提案できることがあるのであれば

提案していかなければいかないと思います。 

懇談の中で､本庁の回答は注目に値するもの

がありました。その一部を掲載します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←左「西日

本新聞」 

20199年10

月9日付け 

こんな新聞記事や、チラシ、署名用紙を見つけました 

生健会は「人権侵害だ、即時やめろ」と抗議 

中小企業に支援し、最低賃金の引き上げを 軍事費を減らし、大企業･富裕層には応分の負担を 

北九州市に住む 70歳の単身者の生活扶助基準額は 71940円です。住宅扶助費は 29000円。 

28号の 2面 
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